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第５期嬉野市農業委員会 第３１回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地等形状変更届出について   

 １  久間天神籠 外１筆 田の嵩上げ R3.2.2 了 承 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  大草野南田 賃借権 R3.2.2 承 認 

 ２  久間明神篭 外３筆 使用貸借権 R3.2.2 承 認 

 ３  谷所上北山 外１筆 使用貸借権 R3.2.2 承 認 

 ４  下宿二本栗 使用貸借権 R3.2.2 承 認 

 ５  久間一本松 使用貸借権 R3.2.2 承 認 

 ６  久間一本松 使用貸借権 R3.2.2 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定   

 塩 1～21 五町田流海 外３６筆 使用貸借権・賃借権 R3.2.2 承 認 

 嬉 1～15 下野二本松 外３８筆 使用貸借権・賃借権 R3.2.2 承 認 

  所有権の移転   

 １  馬場下三本松 外９筆 あっせん R3.2.2 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １  大草野南田 売買 R3.2.2 許 可 

 ２  谷所下北山 贈与 R3.2.2 許 可 

 ３  馬場下三本松 売買 R3.2.2 許 可 

議案第４号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 １  下野一本杉三 駐車場 R3.2.2 承 認 

議案第５号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  久間堤ノ上 一般住宅 R3.2.2 承 認 

 ２  久間後山 外１筆 建売分譲住宅 R3.2.2 承 認 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３  馬場下宮ノ上 駐車場 R3.2.2 承 認 

 ４  五町田千堂 一般住宅 R3.2.2 承 認 

 ５  谷所上北山 植林 R3.2.2 承 認 

 ６  岩屋川内三丁 太陽光発電設備設置 R3.2.2 承 認 

 ７  岩屋川内三丁 太陽光発電設備設置 R3.2.2 承 認 

議案第６号  非農地証明願について   

 １ 
 久間古子 外６筆 工場敷地・資材置場・ 

駐車場・福利厚生施設 
R3.2.2 承 認 



第５期嬉野市農業委員会第３１回定例総会議事録 

 

１ 招集年月 日  令和 ３年 ２月 ２日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会  ２月２日 午後１時４０分 議長 川内 利光 
    及 び 宣 告  閉会  ２月２日 午後２時４０分 議長 川内 利光 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 
議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 

会長 川内 利光 出 議  長 ７ 原田 謙次 出 憲 章 朗 読 

１ 池田 博幸  欠  ８ 峰  正己 出  

２ 馬場みどり 出  ９ 中島文二郎 出  

３ 森  和義 出 事前審査班長 １０ 杉﨑 順憲 出  

４ 西田 昭義 出 議事録署名 １１ 山口 安則 出  

５ 植松 和幸 出 議事録署名 １２ 生田 健児 出  

６ 山口智佐代 出   

 

（職員等） 

事 務 局 長 馬場 敏和 主   事 永田 良子 

農業政策課主任 納富 作男   

 

 

 

 

 



６ 議事日程 

    報告第１号 農地等形状変更届出について 

    議案第１号 農用地利用集積計画の解約について  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について  

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

議案第６号 非農地証明願について 

 

 

 

７ 報   告  ― 午後１時３０分 開会 ―   

 

 

８ 会議の概要  ― 午後１時４０分 開会 ―   

 

 

 

局  長  先月の総会にとき、視察研修を２月１０日に実施したいとお伝えした件ですが 

     会長に相談し、現在のコロナの状況では、難しく中止することになりましたの 

で報告します。 

それでは、定刻になりました。 

      本日は、池田副会長が欠席であります。定足数に達しておりますので川内会長

の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号７番 原田謙次委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。 

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第５期嬉野市農業委員会第３１回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告１件、議案６件で、審議事項は５６件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号４番 西田昭義 委員と 

５番 植松和幸 委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 



 

議  長  それでは、報告第１号 農地等形状変更届出についてを議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、北志田の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字久間 天神籠 ○○○番○ 外１筆 

地目はいずれも田、面積は合計で１，１９９㎡です。 

理由は、田を嵩上げして畑として利用するため ということです。 

隣接は、東・西は田、南は水路、北は道路 です。 

図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、中島委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当   申請地は、３年くらい前までは利用権設定でされていましたが、その後、切

れて借りる人がいない状況です。申請地は水はけが非常に悪く、水がいるとき

に水が来ない、不足するということで、この上の田も荒地となっており、嵩上

げをし、畑として利用したい、活用したいということですのでよろしくお願い

いたします。 

議  長  続いて、１月２７日に第１班、第１Gｒ で実施した事前審査の結果について、

森 和義
やすのり

 委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  今説明があったとおり、ここは○○の農事組合が設立されたところで、こ 

     ういう状況であるため仕方がないと思いますので審議をお願いいたします。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地等形状変更届出について、整理番号１番につい 

ては、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は 五代の ○○○○ 様、 

      借受人は 南下
みなみしも

の ○○○○ 様です。 



所在地は、大字大草野 南田
みなみだ

 ○○○番 地目は田、 

面積は、６４４㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成２９年１２月１日から令和４年１１月３０日までで、 

      解約理由は、農地法第３条により所有権移転をするため ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。 

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号１番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 南志田の ○○○○ 様、 

      借受人は 農事組合法人 ○○○○ 代表 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 明神篭 ○○○番○ 外３筆 地目はすべて田、 

面積の合計は、５，３７１㎡、利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成２８年１２月１日から令和８年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約をするため ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号２番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は 山口の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく山口の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字谷所 上北山 ○○○番 外１筆 地目はすべて畑、 

面積の合計は、２，２４９㎡、利用権区分は使用貸借権で、目的は果樹です。 

      期間は平成２５年６月２日から令和１５年６月１日までで、 



      解約理由は、農地法第３条により所有権移転、第５条により転用申請をする 

ため ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号３番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      貸付人は 下宿の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく下宿の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 二本栗 ○○○番○ 地目は田、 

面積は、１９４㎡、利用権区分は使用貸借権で、目的は野菜です。 

      期間は平成３１年４月１日から令和１１年３月３１日までで、 

      解約理由は、借受人の体調不良 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号４番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号５番です。 

      貸付人は 冬野の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく冬野の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 一本松 ○○○番 地目は田、 

面積は、５３２㎡、利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成２９年１２月１日から令和４年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人の体調不良 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号５番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書５ページ、整理番号６番です。 

      貸付人は 塩田の ○○○○ 様、 

      借受人は 冬野の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 一本松 ○○○番 地目は田、 

面積は、５８７㎡、利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成２９年１２月１日から令和４年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人の体調不良 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号６番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

先ず、別添の表１ページから３ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から２１番までについて、一括審議したい 

と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

２１番までについて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表１ページから３ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から２１番までについて です。 

貸し手人は 辺田の ○○○○ 様、外１９名様、 

借り手人は 谷の ○○○○ 様、外１２名様です。 

所在地は、大字五町田 流海 乙２３８８番 外３６筆、 

地目はすべて田で、 面積の合計が４５，１７６㎡です。 

利用権は、使用貸借権と賃借権で、期間は３年から１０年で、再設定及び 

新規です。 



計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から２１番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から２１番ま

でについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について塩田 

町の分 整理番号１番から２１番までについては、原案のとおり承認すること 

に決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表４ページから５ページ、利用権設定について嬉野町の分です。 

お諮りします。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から１５番までについて、

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から１５ 

番までについて農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  先般郵送にてお送りした後、数字が１㎡間違っておりましたので、差し替えを 

     させて頂きます。もうしわけございません。 

別添の表４ページから５ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から１５番についてです。 

貸し手人は 下野の ○○○○ 様 外１３名様、 

借り手人は 上岩屋の ○○○○ 様 外８名様です。 

所在地は、大字下野 二本松 ○○○番○ 外３８筆、 

地目は田と畑、面積は田の合計が２９，０４６㎡、 

畑が合計で８，７０４㎡、田畑合計で３７，７５０㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権、期間は３年から１０年で、再設定及び新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から１５番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から１５番まで

については、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について、嬉野 

町の分 整理番号１番から１５番については、原案のとおり承認することに決

定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、所有権の移転について です。整理番号１番について、事務局の説明を 

求めます。 

事 務 局  別添の表７ページをご覧ください。 

所有権の移転について、整理番号１番です。 

売り手人は、佐賀市の ○○○○ 様 

買い手人は、佐賀市の 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○様 

所在地は、大字馬場下 三本松 ○○○番○ 外９筆  

地目はすべて田、面積の合計は１，９６１㎡です。 

所有権の移転の種類はあっせんで、利用目的は、米・大豆です。 

対価としましては、反当たり２２６，０００円、全体で４４３，０００円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号１番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号１番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 所有権の移転について、 

整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書６ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 五代の ○○○○ 様、 

      譲受人は 南下の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字大草野 南田 ○○○番、地目は田、面積は６４４㎡ 

譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模拡大です。 

売買価格は、米、反当たり４６．６ｋｇ、年米で３０ｋｇです。 

図面は７ページから８ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 



議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 山口の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく山口の ○○○○ 様、 

所在地は  大字谷所 下北山 ○○○番○、地目は畑、面積は６５㎡です。 

      譲渡理由は自作地無償、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

図面は９ページから１０ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号２番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 佐賀市の ○○○○ 様、 

      譲受人は 町分の ○○○○ 様、       

所在地は、大字馬場下 三本松 ○○○番○、地目は田、面積は１７３㎡。 

      譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模の拡大です。 

      売買価格は、反当たり１７３，４１０円、全体で３０，０００円です。 

図面は１１ページから１２ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号３番については、原案のとおり許可することに決定しました。 
 



＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１３ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 下吉田の ○○○○ 様、 

所在地は、大字下野 一本杉三 ○○○番○ 地目は畑、 

面積は、２７２㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、申請地は現在休耕地であり、お寺の利用者の駐車場が不足しているた

め隣接の申請地に駐車場用地として転用したい ということです。 

昭和後期から令和の初期あたりに、駐車場として一部コンクリートにしてある

ため始末書が添付されておりますが、明確な時期は不明だということです。 

東は境内地、西は畑・山林、南は境内地・里道、北は山林です。 

      図面は１４ページと１５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  地区担当がいらっしゃっておりますので、説明して頂きます。 

地区担当  お寺の始末書付きでございますが、写真で車庫がうつっておりますが、そこが

土砂災害時に土砂を埋め立てて現在に至っており始末書付きです。皆さんよろし

くお願いします。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  ここはお寺の土地でございますが、今の住職が幼少の頃で記憶にないという 

返答でした。昭和の水害で崖崩れが発生しその泥をここの畑の方に持ってきて 

そのまま駐車場になったということで、車社会でございますので、お寺さんも 

このくらいの駐車場を持たないかんと思いますので、特に問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 



事 務 局  議案書１６ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 冬野の ○○○○ 様、 

譲受人は のぞえの ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 堤ノ上 ○○○番○、地目は畑、 

面積は１７０㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は一般住宅です。 

      事由は、申請地は休耕地で、今後も畑としての利用もなく、住宅用地としての

需要があるため、一般住宅用地 として転用したいということです。 

東は宅地、 西は畑（雑種地）、南は山林・宅地、北は道路 です。 

売買価格は、反当たり４，０６９，６５３円、全体で６９１，８４１円です。 

図面は１８ページと１９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  山を切り開いて、新興住宅地となっているところです。図面の斜線が農地であ

り、白部分は山林となっております。排水路についても整備されておりますので

周辺に迷惑はかからら無いと思いますのでよろしいかと思います。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  説明があったとおりでございますけど、周囲が新興団地で一角に今度申請があ

ったところです。ただ問題が、段差がありいかに平地なすか、整地するかが大変

であり排水路関係を考慮し、整地をするということですので問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 熊本市の ○○○○ 様、 外１名様 

譲受人は 北下久間の 株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 

 様です。 

所在地は、大字久間 後山 ○○○番、外１筆 地目は田、 

田の面積の合計は、２，３０７㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は建売分譲住宅です。 

      事由は、申請地は平地で日当たりもよく居住地に適している。近くにある工業

団地勤務の人々が職場付近で居住地を探している現状もあることから、申請地を

建売分譲用地として転用したい ということです。 



東は道路、 西は田、 南は水路、 北は道路 です。 

売買価格は、反当たり９６６，１９０円、全体で２，２２９，０００円です。 

図面は２０ページと２１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  中島委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  申請地はここ数年休耕地であり荒れていたところです。道の反対側は、去年住

宅ができて、住宅の供給があるとのことで、ここを道なりに埋め立てて分譲住宅

を作るということで、地域の活性化にもなるかと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  ○○○○の作業場の隣接地であり、田は説明があったように湿田であり、農地

で利用するより、宅地として利用価値が上がると思いますのでよろしくお願いし

ます。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 福岡県糟屋郡
かすやぐん

の ○○○○ 様、 

譲受人は 宮ノ元の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字馬場下 宮ノ上 ○○○番、地目は宅地（現況－畑）、 

面積は１２２㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、現在ドライブイン経営をしており、来客数により駐車場が不足してい

るため、自家用車２台分の駐車場用地として転用したい ということです。 

東は宅地、 西は里道、 南は畑、 北は畑 です。 

売買価格は、反当たり８，１９６，７２１円、 

全体で１，０００，０００円です。 

図面は２２ページと２３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  森委員、地域担当委員、班長としての説明、報告をお願いします。 

地域担当  地区担当がいらっしゃいますので説明して頂きます。 

地区担当  ○○さん、福岡県在住ですが、実家には、おばあちゃんの一人暮らしで畑に野

菜を作っておられましたが、亡くなられ、栗原さん、ドライブイン田園の駐車場



が不足しているとのことで、近くに駐車場を欲しいとのことです。審議をお願い

します。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 鹿島市の ○○○○ 様、 

譲受人は 福富の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 千堂 ○○○番○、地目は畑、面積は、２３１㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は、一般住宅です。 

      事由は、自宅新築のため宅地用地を探していたところ、申請地が条件に合い、

適地であったため一般住宅用地として転用したい ということです。 

東は雑種地、 西は宅地、 南は雑種地・畑、 北は宅地 です。 

売買価格は、反当たり１７，５７５，７５７円、 

全体で４，０６０，０００円です。 

図面は２４ページと２５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  塩田地区の農地で反当たり１７，５７５，７５７円は造成費が入っているの 

ですか、ちょっと高いような感じがしますが。 

事 務 局  そうだと思います。高いですので。 

議  長  馬場委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  JA 塩田支所付近の交差点から嬉野方面へ入ったところで、申請地の手前は、

数年前駐車場として申請が出ております。畑が一部残すということですが、特に

問題ないと思います。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  もともと、○○さんの土地だったと思います。説明のとおりです。地元の宮崎

さんがいらっしゃいますので、説明をして頂きます。 

地区担当  ○○さんの土地で、奥が去年だったか申請が出ており、手前の畑も７０坪あり

ますが、今回転用を出されています。よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１７ページ、整理番号５番です。 

      譲渡人は 山口の ○○○○ 様、 

譲受人は 同じく山口の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字谷所 上北山 ○○○番、地目は畑、面積は、２，１８４ 

㎡です。農地区分は第２種農地、用途目的は、植林です。 

      事由は、申請地は現在休耕地であり、畑として耕作が難しく、隣接所有地の山

林と共に管理するため植林として転用したい ということです。 

東は畑・山林、 西・南は山林、北は里道・山林 です。 

親戚関係であり、贈与です。 平成１８年に杉５００本がすでに植林されてお

り、始末書が添付されています。 

図面は２６ページと２７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  馬場委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  地元の委員さんがいらっしゃいますので説明をお願いします。 

地区担当  蒲原です。場所は、山口の公民館から山の方に、唐仙山へ上る道の途中ですが、

昔はミカン畑であり、その後植林をされたらしく転用をしていなく、贈与で今回

申請をされています。○○さんと○○さんはおじさん関係で贈与ということです。

よろしくお願いします。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  内容は説明があったとおりで、始末者付きの案件でございますので、審議のほ

どよろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番です。 

      譲渡人は 大野原の ○○○○ 様、 

譲受人は 佐賀市の 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 三
さん

丁
じょう

 ○○○番、地目は田、 



面積は、８７１㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は、太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は何年も耕作されておらず遊休地化している農地である。今後

耕作の見込みもないため太陽光発電設備として転用したい ということです。 

東は田・水路、 西は里道・田、 南は田・水路、 北は里道・田 です。 

売買価格は、反当たり３０１，９５２円、全体で２６３，０００円です。 

図面は２８ページと２９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  杉崎委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  大野原の一番奥の方になりますけど、水路の下の方に田がありますが、太陽光

設置では別に関係ありませんのでよろしいかと思います。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  この集落の割には農地がたくさんあります。耕作放棄地が点々とあり、そうい

うところであります。日当たりはよく、土地利用としては適当と思われます。審

議のほどよろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号６番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号７番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番です。 

      譲渡人は 大野原の ○○○○ 様、 

譲受人は 佐賀市の 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 三
さん

丁
じょう

 ○○○番○、地目は田、 

面積は、１，７２０㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は、太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は何年も耕作されておらず遊休地化している農地である。高齢

で今後農地の管理も困難であることから、太陽光発電設備として転用したい  

ということです。 

東・西は田、南は里道・田、 北は里道 です。 

売買価格は、反当たり２９０，６９８円、全体で５００，０００円です。 

図面は３０ページと３１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  杉崎委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  先程の申請地の近くで、スクリーンを見てもらってもわかるように荒れていて、



奥の方に水路がありまして、水路も猪で壊れていますが、下に田んぼがあります

がそれには支障はなく、水は取れるような感じがします。よろしくお願いします。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  先程の６番と５００ｍありなしの場所の土地でありますが、先程説明があった

とおり状況としては同じでございます。よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  大野原地区で太陽好設備があり、何割くらい○○○○さんがありますか。参 

考に。 

事 務 局  探り出したらわかると思いますが。 

議  長  内部資料として、後で教えて頂ければ。 

地域担当  ○○○○さんもこれで終了かと思いますとは言ってましたが。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号７番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号７番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第６号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３２ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 神奈川県川崎市の ○○○○株式会社   

代表取締役 ○○○○ 様 

所在地は、大字久間 古子 ○○○番○ 外６筆 

地目は畑の面積の合計は、７，５０３㎡、田の面積は、５７０㎡ 

田畑の面積の合計は、８，０７３㎡です。 

許可当時の用途目的は、工場敷地・資材置場・駐車場・福利厚生施設で、現在

の状況は転用許可後の造成後です。 

事由は、昭和６３年に工場敷地として、平成８年に資材置場・駐車場・福利 

厚生施設として許可を受けましたが、工場・福利厚生施設は諸般の事情により 

建築を断念し今日に至っておりました。今後、工場移転工事をする予定があり 

登記地目を変更するため、非農地証明をお願いしたい ということです。 

転用完了がなされていないため、始末書付きの案件です。 

      東は畑、 西は畑・雑種地、 南は田・畑、 北は道路 です。 



図面は３３ページから３４ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明及び意見をお願いします。 

地域担当  ３３年前に取得をして工場を建てる予定としておりましたが、諸般の事情との

ことですが、バブルがはじけて建設の見通しができなくなったと思われます。最

近、元気がよくなって、下に工場がありますけど、工場を移転するそうです。土

羽が長くありますが、荒れれば、下の隣接する農地があり影響がありますので、

○○○○さんには周辺の農地に迷惑が係らないようにと条件付きをしたほうが

よいと思います。 

議  長  森班長、班長としての報告をお願いします。 

班  長  工業団地の奥の一角でございますが、建設当時の事務処理ができて無いのが原

因だと思います。工場を移転すると言うことです。よろしくお願いいたします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  条件付きということは。事務局はどう処理をしますか。 

事 務 局  非農地ですので証明はできませんが、工場を建てるときは地元説明会をして 

もらうようにとかは言えると思います。地元として原田委員が言ってもらう 

ことはいいと思います。工場建設前に地元説明会をして頂くことを。その時に 

地元の意見として出して頂くことを。 

委  員  農業委員会での意見としてではなく、地元の意見として、地元説明会時でお 

願いすると言うことですよね。 

議  長  そうです。 

事 務 局  参加はしてもらったほうがいいと思います。行政書士が受け取りに来ますので、 

     その折に伝えておきます。 

議  長  森委員、その辺どうですか。 

委  員  地元の区長と原田委員と話して地元説明会をしてもらい、地元の要望として話

してもらったらいいと思う。後で問題にならんごと。是非お願いします。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第６号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 
 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 



たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第５期嬉野市農業委員会第３１回定例総会を閉会します。 

 

 

（ 午後 ２ 時 ４０ 分 閉会 ） 

 

 

 

 

 


